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空調衛生工事業は、社会基盤を支える重要な役割を担っており、その期待は益々高まってくると考え

ています。会員企業におかれましては、生活環境の改善、産業分野の環境創造、防災機能の強化など、様々

な使命を持ち企業活動に尽力されていることと拝察いたします。

一方で、働き方改革、担い手不足、デジタル技術への適応、地球温暖化対策など様々な課題が山積し

ており、社会的なニーズに応えながらその対応も進めなければなりません。課題はそれぞれ複雑に関連

しており、単一の施策では対応しにくいのが現状です。例えば働き方改革は、生産性向上技術とあわせ

て業務プロセスの変革が必要です。そのためには、DX1の推進が重要になります。ここで取り上げた施

策は、同時に進めて効果が表れる事項も少なくありません。また、自助努力だけでは限界があり、施主

や元請等の理解と協力が不可欠です。

「日空衛2025」では、全ての会員企業が「持続可能な社会への貢献、魅力ある空調衛生工事業への挑戦 !」

を意識して取り組む必要があると考えています。社会への貢献無くして、魅力ある業界の未来はありま

せん。我々のビジョンは大いなる挑戦を伴います。主なものとしては、カーボンニュートラルへの貢献、

魅力ある業界への変革、生産性の向上、健全な経営環境の構築、社会的信頼の確保などが挙げられます。

空調衛生工事業の共存共栄を目指し、これらの挑戦を業界全体の発展の機会と捉え、より良い未来を創

造していきましょう。

この中期ビジョンは、「日空衛2015」をさらに発展させて、次代の対応に向けた方針を示したものです。

会員企業および当協会それぞれの立場において、責務を果たす上での参考にしていただければ幸いです。

日空衛2025特別委員会

委員長　加賀美　猛

1  デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）の略。ITの活用を通じて組織を変革しつつ、顧客のニーズを満た
すことで競争力を向上させること。

ごあいさつ
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日本空調衛生工事業協会（以下、「日空衛」という。）においては、2015年5月に「日空衛2015」新たな

中期ビジョンを策定した。その後の社会情勢の変化は著しく、不透明さが際立つとともに、働き方改革、

少子高齢化社会による担い手不足、新型コロナウイルスの影響による業態の変化、カーボンニュートラ

ルへの対応など、内外の状況がビジネス環境に大きな影響を与えている。

空調衛生工事業においても、適応力と柔軟性が求められるようになってきており、会員企業・団体が

目指すべき姿、道筋を改めて示す必要があると考える。ここに「日空衛2025」として新たな中期ビジョン

を示し、関係者がベクトルを合わせ行動することが重要となる。

本編の構成は以下の通りである。

「第1章　空調衛生工事業を取り巻く環境」「第2章　空調衛生工事業の取り組み」「第3章　協会の取り

組み」からなる。第1章で空調衛生設備にかかわる外部環境について客観的な状況を整理し、それを受け

て第2章では主に日空衛会員企業 2の取り組む事項について述べた。第3章は当協会が取り組むべき事項

を整理した。

会員企業は、持続可能な社会への対応に向けて、デジタル技術をはじめとする次世代の技術を積極的

に取り入れ、業態を変革させていく必要がある。空調衛生工事業が社会的貢献を果たしつつ、より魅力

ある業界として認知され発展するための行動指針としたい。

各種の取り組みは、大企業が中心となり試行を進め、その過程で得られた知見や仕組みを業界全体で

共有し、中小の会員企業への展開を期待するものである。

「日空衛2025」は、2024年5月現在の社会的情勢を踏まえて改定した。今後、業界を取り巻く環境が変

化した折は、柔軟かつ機動的に見直しを行うものとする。

2  企業会員および団体会員の構成企業を言う。

はじめに



3

 世界と日本の現況
（1）	空調衛生工事業と気候変動・レジリエンス
空調衛生工事業にとって特に影響の大きい気候変動は、世界的な気温の上昇である。世界各地で平均

気温が平年より高くなり、過去最高を記録した国・地域が多数ある。

日本においては、特に大都市の平均気温、最高気温が長期的に上昇傾向にある。2023年夏には1946年

の統計開始以降、北日本と東日本で1位、西日本で1位タイの高温となった。地域別にみると全国153地

点の気象台等の統計値において、109の地点で年平均気温の最高値を更新した。猛暑日、熱帯夜となる日

も増加傾向である。

気候変動による気温の上昇、人口と所得の増加、都市化により世界的に冷房需要が高まっている。冷

房による電力消費は、世界の総電力消費量の20%を占めており、2050年までに2倍以上になると予想さ

れている。

衛生設備に関しては気候変動による洪水、渇水などとともに議論されることもあるが、世界的には

SDGs目標6「安全な水とトイレを世界中に」に見られるように、給排水衛生設備の普及そのものが課題

とされている地域が存在する状況である。2023年の世界保健機関（WHO）とユニセフの報告書によると、

世界では約22億人（4人に1人）は家庭で安全に管理された飲み水を手に入れることができず、約34億人

（5人に2人）が安全に管理された衛生設備（トイレ）を利用することができないとされる。

日本は水道普及率98%以上汚水処理人口普及率92.9%（2022年）であり世界トップレベルにある。一方、

水害や震災などにより給排水衛生設備が被害を受けることが多く、レジリエンスの確保が求められている。

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、大きな人的被害をもたらすとともに、道路、電力、水道な

どのインフラ設備が甚大な被害を受けた。震災直後の避難所等の衛生環境の確保や、断水からの迅速な復

旧が課題として認識された。

空調衛生工事業は、人々が快適で健康的な生活を営む設備を提供するとともに、レジリエンスの確保

や迅速な復旧に貢献することが求められており、その果たす役割は大きい。

（2）	カーボンニュートラルに向けた世界および日本の施策
2021年のCOP3 26での「世界の気温上昇を産業革命前と比べて1.5℃に抑える努力を追求する」という

国際合意を機に、持続可能性の実現を図ることのできる社会の成立のために、「低炭素」から「脱炭素」へ

と目標が高められた。日本では、2020年10月、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロに

1.

3  Conference of the Parties（締約国会議）の略称。「気候変動枠組条約」の加盟国が、地球温暖化を防ぐための枠組みを議論する国
際会議。

空調衛生工事業を取り巻く環境第1章
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するカーボンニュートラルを目指すことを宣言し、2030年度までの温室効果ガス削減目標を2013年比

で26%削減から46%削減に引き上げた。諸外国においてもそれぞれ目標を掲げ、各種規制、施策を推進

している。

2023年のCOP28では、1.5℃目標の実現に向かうために、化石燃料から「脱却」していき、2030年ま

でに再生可能エネルギーの設備容量を3倍にし、かつ省エネ改善率を2倍にするというエネルギーに関す

る合意がなされ、各国はこれを受けて遅くとも2025年までに新たな削減目標を提出することになってい

る。化石燃料をめぐる今後の政策が問われており、日本でもエネルギー基本計画、地球温暖化対策計画

の見直しの議論が始まっている。またこのCOP28において、冷房機器関連のCO2排出量を、2050年ま

でに2022年と比較して最低68%削減することを目指す「世界冷房誓約」が発表された。加えてこの誓約

では、遅くとも2030年までに、販売される新しい空調機器のエネルギー効率評価の世界平均を2022年

と比較して50%向上することを目標としている。

日本においては、2015年に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（建築物省エネ法）が

公布され、従来の「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（省エネ法）で措置されていた建築物に

関連する各種省エネルギーに関する制度、措置が建築物省エネ法に移行された。その後、建築物省エネ

法は継続的に改正され、CO2排出量やエネルギー使用量の削減に関する規制が強化されてきている。

2050年カーボンニュートラルに向けての目標は以下の通りである。

・  2030年：2030年度以降の新築について、ZEH4・ZEB5（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス /ビル）

水準の省エネ性能の確保を目指す。

・  2050年：ストック平均でZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す。

空調衛生工事業の事業活動における温室効果ガス排出量は、自社事業における排出量（スコープ 61+ス

コープ2）と比較すると、事業活動に関連する他社の温室効果ガスの排出量である設備機器の調達や工事

後の運用時の排出量（スコープ3）が圧倒的に多い。

建築物としてのCO2排出量は、ライフサイクルでの排出量（ホールライフカーボン 7）の評価が重要と

なる。空調衛生設備だけでみると運用段階での排出（オペレーショナルカーボン）が約91%を占めている。

空調衛生工事会社は、自社事業に加え、設備の省エネルギー性能および運用方法に対して積極的に関与し、

温室効果ガス排出削減に貢献することが求められている。このような状況に鑑み日空衛では2024年4月

に「空調衛生工事業のカーボンニュートラル行動計画」を策定し、3つの基本方針を掲げた。

方針①　 施設・設備の省エネルギー設計提案等の建築物の運用段階における排出（オペレーショナル

カーボン）の削減に寄与する活動を積極的に行う。

4  Net Zero Energy House（ゼッチ：ネット・ゼロ・エネルギーハウス）の略称。住宅で使う一次エネルギー（電気に変換される前
の石炭や天然ガスなどのエネルギー資源）の年間消費量が、おおむねゼロの住宅のこと。

5  Net Zero Energy Building（ゼブ：ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称。快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する
年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。

6  温室効果ガス排出量の計測や把握における特定の範囲を指し、スコープ１は燃料の燃焼などの直接的な排出量、スコープ２は電
力の使用などの間接的な排出量、スコープ３は原材料の輸送や販売した製品の使用時などのサプライチェーンでの排出量を示す。

7  ホールライフカーボンは、エンボディドカーボンとオペレーショナルカーボンの総和のこと。建築物の材料の製造、輸送、設置、
維持管理、解体、廃棄物処理から排出されるカーボンの総量をエンボディドカーボン、建築物の運用段階のカーボン排出量をオ
ペレーショナルカーボンという。
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方針②　 再生可能エネルギーの利用推進と更なる省エネルギー化により、空調衛生設備工事の施工段

階及び会員企業自身の事業活動におけるCO2排出の削減に取り組む。

方針③　 方針①及び②について、できるだけ早期に削減目標を設定する。

また、将来的に総排出量に占めるカーボンの比重が上昇すると予想されるエンボディドカーボンの抑

制の重要性を認識し、その削減目標については、今後日空衛においてそのあり方を含め検討するものと

している。

（3）	グリーン成長戦略
世界的規模でエネルギーの脱炭素化に向けた取り組みが進められる中で、日本における脱炭素成長型

経済構造への円滑な移行を推進することを目的に、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関す

る法律（GX8推進法）」が2023年に制定された。

日本政府は「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定し、産業構造を抜本的に転

換することで、CO2排出削減を実現しつつ次なる大きな成長へとつなげていくことを目指している。空

調衛生工事業において、特に影響があると思われるのはZEBの普及であるが、戦略の目指すものは従来

からの事業の延長にとどまらず企業のイノベーションを促し、新たな市場を創出することにより経済成

長と環境保全の両立を目指すものである。ZEBの進展を通して、建設業をはじめとする産業構造の変化

の方向性を注視する必要がある。

 建設市場
（1）	建設需要
建設需要の傾向を設備工事業に係る受注高調査結果（電気工事・管工事・計装工事それぞれの主要20

社の合計）でみると、2020年度にかけて減少したもののその後は増加傾向となり、2023年度は4兆円を

超えた。なお、2020年頃以降、資機材価格や労務費の上昇等により建設物価が上昇していることに留意

が必要である。

このうち管工事は、2019年度、2020年度にかけては同様に減少したものの、その後は増加傾向となり、

2023年度は民間工事で約1兆7千億円、官公庁工事で約1千400億円、合計で1兆8千億円を超えた。受

注工事の約90%を占める民間工事の増加が全体の受注額を押し上げている。さらに2023年以降は旺盛な

民間の設備投資を背景に増加傾向にある。また、このうち管工事の受注工事における元請比率は約41～

44%で推移している。

2.

8  Green Transformationの略称。化石燃料の使用を可能な限り控え、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現
に向けた活動。
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出典：政府統計「設備工事業に係る受注高調査」

図-1-2　管工事管民別受注額推移

出典：政府統計「設備工事業に係る受注高調査」

図-1-1　設備工事受注高推移
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（2）	 労働人口
日本の人口は、2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じた。2022年の総人口は約1億2,495万人

であるが、2070年には約30%減少し、総人口が9,000万人を割り込むと推計されている。また15歳から

64歳の生産年齢人口は2025年には約7,300万人で1995年の約8,700万人から1,400万人、13%以上の減

少が見込まれる。

建設業就業者は、1997年から2022年にかけて、685万人から479万人に減少（▲30.1%）し、技能労

働者においては1997年から2022年にかけて、455万人から302万人へ減少（▲33.6%）となっている。

さらに建設業就業者の年齢構成をみると、55歳以上が約36%、29歳以下が約12%であり、他産業と比

較して高齢化の進行が深刻であり、担い手の確保、労働生産性の向上が喫緊の課題である。

2023年の建設業の就業者約483万人のうち、男性395万人、女性88万人（男性：女性=82：18）であ

り、従来から指摘されているように男性多数の産業となっている。なお全産業の就業者の男女比率は男性：

女性=55：45程度である。男性就業者は長期にわたって減少傾向が継続しているのに対し、女性就業者

は一時的に減少した時期があるが、直近では80万人台で推移しており、結果として女性の比率が上昇傾

向にある。

出典：政府統計「設備工事業に係る受注高調査」

図-1-3　管工事元下別受注額推移
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出典：最近の建設業を巡る状況について【報告】令和5年4月18日国交省不動産・建設経済局

図-1-4　建設業就業者数の現状

出展：総務省_労働力調査

図-1-5　 建設業就業者数推移
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新卒者（高専+短大+大学+大学院）の建設業への入職者数は、2010年以降増加傾向にあり、2010年1.71

万人から2022年2.69万人と57%増加した。この間男性は40%増、女性は126%増であり、女性の新卒

入職者が大幅増となっている。

建設分野で活躍する外国人の数は増加が続き、2023年時点で約14万人となり、全産業に占める建設業

の割合も増加傾向にあり約7.0%である。建設業就業者数（前出483万人）に占める割合は3.0%であるが、

外国人就業者は年々増加傾向にあり、就業者数全体が減少する中で貴重な存在である。特に在留資格が

技能実習生 9であるものが最多の約9万人で建設現場を支えている。政府は「技能実習」に代わる就労を通

じた人材育成および人材確保を目的とする新たな「育成就労」の在留資格を創設するとしており、この制

度により日本で活躍する外国人の増加を目指している。

このように建設業の就業者は中長期的に減少傾向にあるものの、新卒者の入職者や外国人材の受け入

れの増加など明るい兆しもある。就業者数の減少に歯止めをかけるには、長く勤められる環境づくりや

若年層にとって将来に希望の持てる産業とするなど、離職者の減少につながる施策が重要である。

出典：文科省_学校基本調査

図-1-6　新卒者の建設業への入職者数の推移

9  外国人技能実習制度は、外国人の技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図り、人材育成を通じた開発途上地域への技能、
技術、または知識の移転による国際協力を推進することを目的とした制度。
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出典：国土交通省資料「建設分野における外国人材の受入れ」

図-1-7　外国人材の受け入れ状況

（3）	建設業の労働生産性向上とデジタル技術の活用
建設業における労働生産性は他の産業と比較して低いといわれている。継続して労働生産性の向上は

見られるものの、全産業と比較して相対的に低い状態が続いており、特に製造業と比較すると建設業は

50%程度にとどまっている。このような状況の改善や技術者の労働時間の削減を目的として、現場業務

の一部を専門業者に外部委託するBPO10の活用、配管などを現場外で事前加工するなど、各企業において、

建設現場の業務プロセスの改善が進められている。

また、デジタル技術の活用も進んでいる。ネットワークの高速化や無線通信のエリア拡大に伴い、ク

ラウドサービスによるデータの共有、WEB会議などは日常的に使用されるようになった。さらに図面管
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10  Business Process Outsourcingの略称。業務プロセスの効率化、最適化を目的に、企業が社内の業務処理の一部を専門の事業者
に外部委託すること。

11  Arti�cial Intelligenceの略称。人間と同じような知的な情報処理を実現するソフトウェア（プログラム）をいう。
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12  Building Information Modelingの略。建築物に関する情報のモデリング手法。この技術は、設計から施工、維持までの建築業
界全体を一括的に管理するために用いられる。

13  建設DX（Digital Transformation）とは、デジタル技術を使って、これまで行われていた建設業の仕事のやり方やビジネスその
ものを変革すること。

出典：内閣府_国民経済調査、総務省_労働力調査、厚労省_毎月勤労統計調査

図-1-8　付加価値労働生産性
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 建設行政（建設労働環境）
（1）	働き方改革
建設業の働き方改革には、生産性の向上に加えて、長時間労働の抑制、適正工期の確保、賃金を含む

処遇改善、作業環境の改善などが求められる。

これらに対応するため、建設業の発注者および受注者にむけて各種の指針やガイドラインが出されて

いることに加え、2024年には建設業法等が改正され今後順次施行の予定である。労働者の処遇改善にお

ける建設企業の努力義務化、原価割れ契約の禁止を受注者にも導入、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄

せ防止、著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止するなど、持続可能な建設業に向けた環境が

整いつつある。

（2）	適正工期確保に向けた近年の動き 
国土交通省の「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」（2023年）によると、注文者

から提案された工期について、「妥当な工期の工事が多かった」と回答した建設企業が59%と最も多かっ

た。一方で「妥当な工期」における実際の現場閉所率は、「4週4閉所」や「4週6閉所」が多く、「4週8閉

所以上」は19%にとどまっており、 特に民間注文者から提示された工期では完全週休2日が確保されてい

ない場合が多いことがわかる。 

2024年4月から適用された労働基準法に基づく時間外労働の罰則付き上限規制の遵守に向けては、生

産性の向上と週休2日（土日閉所）の定着が必要不可欠として、建設4団体 14では、2024年3月から大手、

中小を問わず業界を挙げて、建設現場において土日閉所を目指すこととして「目指せ !建設現場 土日一斉

閉所」運動を始めた。

日空衛は一般社団法人日本電設工業協会（以下、電設協という。）と連携し、受発注者間で積極的に協

議を進め、協働して適正な工期設定を推進していくことが必要である。その取り組みの1つとして、「適

切な工期設定及び契約変更並びに『働き方改革関連法』の遵守に向けたお願い」の要請を各民間業界団体

に要請するとともに、「令和6年度　業界実践スローガン」で「施工現場の4週8閉所の拡大・定着を図る」

ことを公表している。

（3）	建築費・労務費
日本経済は、約30年の長きに渡りデフレに陥っていた。しかし2021年頃より、コロナ禍からの人流回

復やインバウンド需要の高まりなどを背景に、東京オリンピック後に一時停滞すると見られた建設需要

が高まった。一方で円安傾向の継続および不安定な世界情勢などが加わり、輸入に多くを頼る国内のエ

ネルギー価格、資源価格などが上昇に転じた。

建設物価においては、2021年頃からまず鋼材の値上がりにより建築工事費の上昇が見られ、追って設

3.

14  建設4団体：一般社団法人日本建設業連合会、一般社団法人全日本建設技術協会、一般社団法人全日本建設技術協会、一般社団法
人建設産業専門団体連合会
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備工事費も15～20%程度上昇している。また建設就業者数の減少や高齢化を背景として、若年入職者の

確保や人材育成に向けて、建設関連の労務費も上昇している。2024年3月から適用された公共工事設計

労務単価は、ほぼすべての建設関連職種で過去最高値を示した。全職種・全国平均では2013年から12年

連続の増加である。

このような状況のもと、物価上昇に伴う価格交渉は、官庁工事では契約に盛り込まれ運用されているが、

民間工事では転嫁が進んでいない状況も見受けられる。

労務単価の上昇を実質賃金の上昇につなげるためには、労務費を適切に価格転嫁できる環境整備が重

要であり、2023年11月に公正取引委員会から「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が

示された。多くの場合、発注者の方が取引上の立場が強く、受注者からはコストの中でも労務費は、特

に価格転嫁を言い出しにくい状況にあることを明確に認識した上で、価格交渉において発注者、受注者

それぞれのとるべき行動がまとめられている。

（4）	担い手確保・持続可能な建設業
建設業が持続的に発展していくには、新規入職を促進し、将来の担い手の確保・育成を図っていくこ

とが不可欠である。また適正な請負代金・工期が確保された請負契約の下で、適切に建設工事が実施さ

れる環境づくりが欠かせない。

このような認識のもと、（1）働き方改革の項で触れたように建設業法、公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律が改正された。この改正では、建設業の担い手を確保するため、労働者の処遇改

善に向けた賃金原資の確保と下請事業者までの行き渡り、資材価格転嫁の円滑化による労務費へのしわ

寄せ防止、さらには、働き方改革や現場の生産性向上を図るための措置が盛り込まれた。

建設キャリアアップシステム（CCUS15）は、技能労働者の技能と経験に応じた処遇改善、現場の生産

性向上、若い世代がキャリアパスの見通しを持って働き続けられる建設業界にすることを目的に推進す

るシステムである。技能労働者のレベルに応じた賃金支払いの実現をはじめ、登録された情報を元に技

能労働者ひとり一人の適切な評価を処遇改善に結び付けることを目指しており、CCUSの活用を推進す

ることで技能労働者の労働意欲の向上や処遇改善への効果が期待できる。国土交通省はCCUSの完全実

施を目指し、2020年2月に「建設キャリアアップシステム普及・活用に向けた官民施策パッケージ」を取

りまとめ、建設業団体に対して積極的な制度活用の要請と地方公共団体および各府省庁宛てに通知を行っ

たが、公表によると全国の技能労働者数約300万人に対し、約4 割の144万人が登録しているという状況

である（2024年5月末時点）。メリットとしては、キャリアアップカードにより、初級技能者（ホワイト）・

中堅技能者（ブルー）・職長レベル（シルバー）・高度マネジメントレベル（ゴールド）に区分され、経験

を積み重ねることで明確なスキルが評価できることにある。一方、デメリットとして、登録手続きに費

用や手間が掛かる点、技能労働者が適切に評価されるか不明確な点が挙げられる。

15  Construction Career Up Systemの略称。建設業に関わる技能労働者の資格・社会保険加入状況・現場の就業履歴などを業界横
断的に登録・蓄積する仕組み。国土交通省が推進し、一般財団法人建設業振興基金が運営している。2019年4月より本格運用が
開始された。
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日空衛の取り組みとして2016年に「日空衛人材ビジョン-空調衛生工事業界における人材の確保・育成

に向けて -」を策定した。高年齢層や女性の活躍、若年層の確保など現在と同様の課題があることを指摘

したうえで「多様性を持った生物の方が環境の変化に対応して生き残れる可能性が高いように、従来型の

人材確保が困難になりつつある状況をむしろチャンスとして、女性、高齢者、外国人技術者の活躍によ

る多様性の確保を図るべきである。」としている。前述したように建設業全体の就業者は減少傾向にある

ものの、新卒入職者、女性比率、外国人の増加が見られる。しかし担い手の確保に関する課題は解決し

てはいない。引き続き様々な施策を推進する必要があるが、人材ビジョンは策定から10年弱が経過して

おり、建設現場の業務のあり方や各企業の人事制度などが変化していることを踏まえたビジョンの再検

討も必要である。

 将来に向けた見通し
空調衛生工事業を取り巻く状況をまとめると、カーボンニュートラルへの貢献など重要な役割を果た

す一方で、少子高齢化や働き方改革などの課題も山積している。過去の建設市場はバブル経済やリーマ

ンショックなどの経済情勢の影響を大きく受けており、これからも経済情勢による建設市場の変化は避

けられない。また今後はこれまでとはさらに異なる状況も想定される。設備投資や再開発により建設業

の活況が続き、カーボンニュートラルへの期待から建設需要が増加しても、建設業就業者の減少などに

より、空調衛生工事の受注側の対応能力の制限が市場の拡大に対するボトルネックとなることも考えら

れる。そのため日空衛は施工の高度化・効率化、魅力の発信、柔軟な制度作りなどに貢献することで、

空調衛生工事業が将来の市場の要求に応えられる業界となるよう努めていく必要がある。

4.
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空調衛生工事業の課題は多岐にわたっており、これらは相互に関連している。事業活動の前提として、

カーボンニュートラルに向けた取り組みは、社会的責任を果たす上で必須である。時代や社会の求めに

応じた取り組みを通して、会員企業それぞれの技術力および生産性の向上が促進され「働き方改革」が進

展していく。労働環境の改善は、魅力ある業界への第一歩であり、これらを果たしてはじめて付加価値

の創出へとつながる。これらの取り組みを具現化し、対外的に発信していくことが重要となる。

以下に重点的に取り組む事項を6項目挙げた。これらの多くは大企業が中心となって実践するものであ

り、その成果を中小の会員企業にも展開していくことが望まれる。

 2050年カーボンニュートラルへの貢献
日本のCO2排出量の約4割を占める住宅・建築物分野において、関連する業務その他部門、家庭部門

の削減目標は2030年度までに2013年度比で▲41%、▲66%とされている。建築物等からの温室効果ガ

スの排出量と吸収量のバランスをとり、正味の排出量をゼロとするネット・ゼロに空調衛生工事分野の

技術で貢献する。日空衛では、2024年5月に『空調衛生工事業のカーボンニュートラル行動計画』を新た

に策定した。この中で、「2030年度までのロードマップを1年以内に策定する」としており、会員企業の

取り組み目標を設定したうえで、その進捗状況をフォローアップしていく。この行動計画を推進するこ

とで、カーボンニュートラル実現に貢献していく。

（1）	ZEB・ZEH基準の省エネルギー技術の開発
1）省エネルギーおよび技術開発の推進

ZEBやZEH基準の建物の成立には、創エネのほか、建築物等の断熱性能を高め、太陽光や自然換気な

どパッシブに自然エネルギーを利用する「箱」としての性能を高めるとともに、空調衛生設備でのエネル

ギー使用効率を高めていくことが求められる。

再生可能エネルギーを積極的に利用することに加え、化石燃料に替わる新たなエネルギーとして水素や

アンモニア、バイオ燃料などの実用化に期待が高まっている。既に航空機や船舶では実用化が進んでおり、

水素ボイラや燃料電池など住宅・建築物分野での実現に向けた試行も始まっている。今後、新エネルギー

機器の開発を担う産業界と空調衛生工事業界との連携を強化していくことが重要となる。

特に、天候に左右されやすい太陽光や風力を利用した再生可能エネルギーを安定的に使用するために、

新たな取り組みが求められる。水素ジェネレータを利用して、グリーン電力から水素へのエネルギー変換、

自然冷媒ヒートポンプ給湯器などのヒートポンプ技術による蓄熱、地域でのエネルギーの面的利用など、

複合的に技術を組み合わせることで再生可能エネルギーの安定利用を実現していく。また、水素など長

1.

空調衛生工事業の取り組み第2章
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16  Business Continuity Planの略称。事業継続計画の意。災害や緊急事態に備え、企業や団体の事業継続や早期復旧のために立て
る計画のこと。

17  International Energy Agencyの略称。29の加盟国が、その国民に信頼できる、安価でクリーンなエネルギーを提供するための
諮問機関。

18  Building Energy Indexの略称。建物のエネルギー効率を数値で示す指標。「建物で消費されるエネルギー量（設計一次エネルギー
消費量）」を事前に定められた「基準一次エネルギー消費量」で割った値がBEI値。小さいほど省エネ性が高い。

19 脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に関するロードマップ（2021.8）。

期間安定的に保存することができるエネルギーは、BCP16の観点からも優位性が高い。さらに、近年、

AIの普及等でデータセンターの建設が盛んであり、IEA17によれば、データセンター等による電力需要

が2022年から2026年で倍近くに増加する予測が示されているため、今後さらなる効率的な空調技術（冷

却技術）の開発が求められる。

このように、複合的なアプローチによる技術開発を進めることにより、省CO2を果たし、持続可能な

社会の実現に貢献していく。

2）既存建築物（ストック）のZEB化の推進
内閣府の試算では、2050年でのストック平均BEI18は、住宅が0.8、建築物が0.74程度となっている。

創エネとのバランスにもよるが、既存の建築物等の建て替えは、床面積にして年間1～2%であることか

らも、国土交通省が目標としている住宅・建築物分野でのCO2排出量目標（2013年度比40%の削減）に

は、2050年時点でも届かないことが懸念される。国土交通省・経済産業省・環境省が合同で示したロー

ドマップ 19には、「遅くとも2030年までにBEIの義務基準の引き上げ」と記載されており、ストック全体

でのBEIの向上が課題である。特に住宅分野におけるZEH基準建物の普及の加速が求められるが、建築

物においてもBEIの値が0.5未満（ZEB Ready）となるような省エネルギー性能の高い建物を増やしてい

くことが必須である。それには、既存建築物のZEB化改修を積極的に推し進めていくことが、カーボン

ニュートラル実現への鍵となる。

出典：内閣府

図-2-1　住宅・建築物の新築・ストックの省エネ性能別構成割合（～2050）の試算
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3）『実績ZEB』の認知・普及に貢献
建設計画時のエネルギー消費量の算定のみに留まることなく、建物運用段階でのエネルギー消費量デー

タから実績としてのZEB性能を正しく評価することも大切である。計画時に期待した性能が発揮されて

いるかを評価し、さらなる省エネルギー性を発揮する余地があればチューニングを施していくことが望

まれる。エネルギー使用量を時系列に沿って記録したビッグデータをBIMで作成したモデルに落とし込

んでの可視化などBIM技術の開発余地は広く、ZEB性能向上を実現するツールとして開発が進む未来が

期待される。ZEBは結果としての実績が重要であり、その実績値の把握とチューニングに価値があるこ

とを広く認知してもらうための啓蒙に努める。

（2）	「建物のライフサイクル」を通しての技術貢献
国内では、建築物等から排出されるホールライフカーボンのCO2のうち、資材調達から建設時および

解体・廃棄時に排出されるエンボディドカーボンが20%強、建築物等の利用時に排出されるオペレーショ

ナルカーボンが80%弱と試算されている。一方で、IEAやWBCSD20は、日本国内の試算よりエンボディ

ドカーボンの占める比率を高く推計しており、IEAでは解体・廃棄を含まずに約3割、WBCSDでは約5

割としている。また、国際連合（United Nations）では、建築物のカーボンニュートラル対策について「2030

年以降のプロジェクトについては運用時にネット・ゼロとし、設計・施工から廃棄段階のCO2排出量（エ

ンボディドカーボン）を40%以上削減する」等の目標を掲げている。諸外国ではエンボディドカーボンの

削減を政策課題とする国が増えてきており、国際的な潮流となりつつある。オランダ、フランス、ノル

ウェーなど複数の国や米国のニューヨークやカリフォルニアなど複数の州では、新築時にエンボディド

カーボンの算出が求められるなど、規制や制度が整備されている。

1）オペレーショナルカーボンの抑制
カーボンニュートラルに向けて先行する諸外国に比べて、日本ではオペレーショナルカーボンの占め

る割合が高いのは、日本の建築の断熱化が遅れていることの表れでもある。ZEBやZEHの実現は、オペレー

ショナルカーボンの抑制に大きく貢献する。ただし、その効果を発揮するにはハードウェアの性能の向

上だけではなく、システム全体が上手く機能するための制御性を高めることが重要である。さらには、ユー

ザーの意識の向上もその結果に大きな影響を及ぼす。建築の高断熱化、省エネルギー性の高い機器の選

定、性能を発揮するための制御システムの構築、省エネルギー性を更に高めるためのチューニングや運用、

改善に向けた提案力を総合的に強化していく。

2）エンボディドカーボンの抑制
脱炭素の流れから建物運用時の省エネルギー化が進めば、建築物等のライフサイクルでのCO2排出に

占めるエンボディドカーボンの比率が高まることとなり、今後ますますエンボディドカーボンの抑制の重

20  World Business Council for Sustainable Developmentの略称。建持続可能な開発のための世界経済人会議と訳され，世界中の
民間企業が集まり、環境や気候変動、公平な社会を実現するために働きかける組織。



18

第
2
章
　
空
調
衛
生
工
事
業
の
取
り
組
み

要度が高まっていく。フランスの公的研究機関である電子情報技術研究所（Laboratoire d'électronique 

des technologies de l'information, LETI）によると、エネルギー消費量が著しく少ない建築物（Ultra-low 

energy building）では、エンボディドカーボンが7割を超えると試算している。エンボディドカーボン

を抑制するには、設計段階からエンボディドカーボンの推計を把握することが必要となる。日空衛でも、

この推計にBIMを活用する検討を進めていく。

また、建設作業の担い手の減少も問題となっているなか、建築をはじめ空調衛生工事業においても、

プレファブリック化が既に進められている。エンボディドカーボンの抑制には、工事規模に関わらず積

極的にプレファブリック化やモジュール化を進めること、カーボンフリーの素材を選定すること、資材

の適正な調達量に留めることでの廃棄物量の低減ならびに加工にクリーンエネルギーを利用することが

重要である。品質・性能・コストに加え、新たにエンボディドカーボンの抑制に目を向けた施工技術の

開発と普及に努める。

3）建設から維持管理までをトータルにコーディネイト
建物の長寿命化が進む一方で、人々のライフスタイルや働き方が大きく変化を遂げており、建築設備

はフレキシブルにその変化に追従することが求められる。建物の建設から運用、改修を経て解体に至る

までのライフサイクルを通してCO2排出量を抑えるために複合的な技術を提供していく。

（3）	脱炭素社会への先導役として
1）フロン対策への貢献
脱炭素社会の実現は、地球温暖化を止めることに目的がある。そのためにはCO2の排出抑制とともに、

地球温暖化係数（GWP）の高いフロンの大気放出を止めることが優先的課題である。モントリオール議

定書発効の1989年以降、特定フロン（CFC、HCFC）は、代替フロン（HFC）へと置き換えられてきた。

2016年キガリ改正が採択され、2019年に発効し、先進国を中心に2036年までに、2011年から2013年

までの平均数量を基準値としたその85%を段階的に削減していく。途上国では、基準年が合意の4～5年

後となり、2つのグループに分けられ弾力的な目標設定とされた。

代替フロンは、オゾン層を破壊しないものの、CO2の数十倍から一万倍超の高い温室効果を有してお

り、温室効果の小さい「グリーン冷媒（CO2、NH3、HFO等）」への転換が求められる。環境省は、「グリー

ン冷媒技術を世界に先駆け開発し世界全体のフロン対策へ貢献する」ことに意欲を示しているが、グリー

ン冷媒の開発と普及にはまだ時間を要する状況にある。

2002年「フロン回収破壊法」施行に伴い機器廃棄時のフロン回収が義務化され、2016年に「フロン排

出抑制法」を施行、2019年「改正オゾン層保護法」、2020年「改正フロン排出抑制法」の施行により、さ

らに規制が強化された。2021年10月に閣議決定された地球温暖化対策計画においては、「2030年にフロ

ンの回収率75%」と目標が設定されたが、直近でもフロンの回収率は40%前後で推移している。図 -2-3

に示す通り、エアコン等の冷凍空調機器からの代替フロンの排出量が支配的である。フロン未回収とさ

れる6割の内、半分強（全体の3割強）は「機器廃棄時にフロン回収作業が行われなかった」とされており、

空調工事業においてその責任は重いものと受け止め、フロンの適正な回収と処理を厳重に強化していく。
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2）脱炭素社会に向けた役割
GXとは、化石燃料をクリーンエネルギーに転換して、脱炭素社会を構築していくと同時に経済成長と

の両立を実現していく取り組みである。ゆえに、自然災害への備えや日々の生活基盤を安定させた上に

成り立つものともいえる。水と空気の技術で、豊かな脱炭素社会の実現に向けて貢献していくのが空調

衛生工事業の役割である。ここまで述べてきたように脱炭素社会は、ZEBやZEHをはじめとした技術を

土台として成り立つものであるが、新たな技術はコスト増大という問題に直面する。ライフサイクルを

通してコスト面での優位性を生むことに加え、世界の共通した課題として脱炭素へ向かう意義を訴えて

いくことも重要である。空調衛生工事を通して技術を提供することだけに留まることなく、社会全体を

脱炭素へ向けて意識変革を促していくことも我々の役割であると同時に社会貢献活動であると捉え、自

らがネット・ゼロ達成に向け率先垂範していく。

表-2-1　フロンに関わる世界と日本の動向

年 世　界 日　本 内　容

1985年 昭和60年 ウィーン条約 CFC・HCFCを含むオゾン層破壊物質を特定
フロンに指定

1987年 昭和62年 モントリオール議定書 特定フロンの生産と消費を世界的に規制

1988年 昭和63年 特定物質等の規制等によるオゾン層の保
護に関する法律「オゾン層保護法」 オゾン層破壊物質の規制

1998年 平成10年 地球温暖化対策の推進に関する法律 HFCを含む温室効果ガスの排出抑制

2001年 平成13年
特定製品に係るフロン類の回収及び破
壊の実施の確保等に関する法律「フロン
回収・破壊法」

フロン類の大気中への排出を抑制「特定製品」
からのフロン類の回収・破壊の促進等に関す
る責務を定める

2015年 平成27年 パリ協定 温室効果ガス削減に関する国際的取り決め

2015年 平成27年 フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律「フロン排出抑制法」 「地球温暖化対策の推進に関する法律」の強化

2016年 平成28年 パリ協定発効
2017年 平成29年 キガリ改正 HFCを議定書に追加
2019年 令和元年 キガリ改正発効 改正「オゾン層保護法」
2020年 令和2年 改正「フロン排出抑制法」

フロン排出抑制法の概要（METI/経済産業省）
環境省_フロン排出抑制法の概要 - フロン排出抑制法の背景・目的｜「フロン排出抑制法」ポータルサイト (env.go.jp)
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 魅力ある空調衛生工事業への変革
空調衛生工事業の社会的に果たす役割が意義深いことは誰しもが認めるところであり、その重要性は

今後さらに高まっていくものと考える。当業界の従事者に明るい未来がなければ、発展することは言う

に及ばず維持することもかなわない。空調衛生工事業は、すべての従事者が働き続けられる環境と適正

な処遇を目指し、持てる魅力を将来につなげ、活躍する人材のすそ野を広げることが重要である。魅力

があるから働きたい、働くことで魅力が磨かれる。魅力ある空調衛生工事業へと舵をきり、進んでいか

なければならない。

（1）	労働環境の改善（3Kから新4Kへ）
建設業界では新規入職者を含む就業者の確保・育成の観点から、他産業と比較して遜色ない労働環境

を確保することが重要であり、2020年2月の「建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい検討委員会

提言～建設現場でいきいきと活躍するために～」(国土交通省 )にある「新3K」（給与が良い、休暇が取れ

る、希望が持てる）の実現を目指しており、現在は「新3K」に「かっこいい」を加えた「新4K」の産業に

なるための取り組みが加速している。働き方改革の実現に向け、日空衛では2018年に「働き方改革の推

進に関する行動計画」を策定し、長時間労働の是正や週休2日の実現について、各企業内の啓蒙活動や関

連機関および関連団体等との連携を図りながら、2024年4月からの改正労働基準法の適用を迎えた。

しかし、大都市での大型再開発案件や半導体施設の活発な建設投資等による工事需要に人手が追い付

かず、企業の規模によっては施工担当者の業務負担が大きくなっている場合や工程に遅れが生じている

場合があり、時間外労働の上限規制の達成に苦慮しているのが実情である。また、空調衛生工事は建築

工事の後工程を担うため、前工程の遅れの影響を受けやすく自助努力だけでは対応が難しい状況があり、

施主や建築会社の理解と協力を引き続き求めていかねばならない。

このような状況を受け、日空衛では第1章で触れたように、働き方改革への協会としての取り組み方針

を表明した。会員各社においても、適正な現場工期の確保やワークライフバランスの実現に向けた現場

閉所日程の設定等を盛り込んだ契約を前提とするとともに、個々の施工中現場では、建築工事の工程管

理の徹底を要望する動きが出てきている。このように日空衛と会員各社が一体となって、働き方改革の

推進と定着化に向けて対応を継続して進めていく必要がある。

一方で、建設現場における作業所の労働環境は、働きやすい職場と次世代を担う人材の確保という観

点からも、決して多くの人に喜んで受け入れられる労働環境とは言えなかった。日建連では「快適職場に

係る日建連基準」を設け、安心して快適に働ける職場づくりを推奨しており、各建設会社が取り組みを進

めている。日空衛の会員企業においても、モデル現場を設定して改善を図っている事例も見られ、より

多くの人が持てる力を存分に発揮できる労働環境を構築することが、真の生産性の向上につながるもの

と考える。今後、より多くの現場でこうした取り組みが進められるべきである。

「3K」のイメージを脱却し、「新3K」の実現、さらには「新4K」を目指して、空調衛生工事業を「やり

たい仕事、働きたい職場」にする必要がある。

2.
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（2）	誇りが持てる産業であることの発信
空調衛生工事業は、多様な要素技術を組み合わせたエンジニアリングを通じて、人々の快適環境を創

造し守る使命を担っており、建築物の環境を快適に維持管理し、安全で衛生的な水と空気を供給するこ

とで、人々の快適な生活を支えている。さらに産業空調分野においては、半導体、医薬、食品、機械組

み立て工場等、それぞれの用途に合致した生産環境を構築しており、室内清浄度や温湿度において特殊

なニーズに技術力で応え、日本の先端技術産業を支えている。

また、事業そのものが地球温暖化対策と密接な関係にあり、省エネルギー・創エネルギー技術の提供

を通じて、2050年のカーボンニュートラルの実現に果たせる役割は大きい。空調衛生工事業界が長年に

亘り培ってきたノウハウを活かし、高効率な建築設備を通じたCO2排出量の削減やZEBの普及を通して、

持続可能な社会を実現することができる。

このように、社会に貢献できる産業であることを発信し、認知と理解を得ることは、産業としての地

位向上に寄与するばかりでなく、従事する者の誇りや新規入職者の関心を高める意味からも極めて重要

である。担い手不足が懸念される状況において、空調衛生工事業の意義と役割を認識し、新4Kを実感で

きる環境を構築しなければならない。とりわけ、進路選択を控えた学生を含む若年層を意識した情報発

信の強化が必要である。学校のOB・OGによる現役学生への直接的な企業紹介、インターンシップを利

用した体験機会の創出、また各社のホームページによる学生向けのメッセージ、アピール等、空調衛生

工事業の魅力に触れ理解を促すことで、今後の担い手となる人材の入職促進を図っていきたい。

（3）多様な人材の活躍支援
少子高齢化が進行する中で人材を確保し、多様化する市場ニーズやリスクに対応しながら企業の持続

的な成長につなげていくためには、従来の慣例や慣習に捉われることなく、新たな視点で経営戦略・人

材戦略を見つめ直すことが求められる。多様化が進む状況下では、異なる価値観やバックグラウンドを

持つ多様な人材が活躍できる業界である必要がある。

日空衛では2016年に「日空衛人材ビジョン -空調衛生工事業界における人材の確保・育成に向けて -」

を取りまとめ、業界の人材を量的にも質的にも相互に補完していく観点のもと、これまで活躍の場が少

なかった人材を空調衛生工事業界にふさわしい形で確保・育成することを目指し、取り組みを進めてき

たところである。

建設産業における女性活躍の取り組みは、2014年の国土交通省と建設業5団体による「もっと女性が

活躍できる建設業行動計画」が策定されたことを契機にはじまり、女性が働き続けられる労働環境と、さ

らに活躍しキャリアアップできる環境整備への取り組みが進められてきた。その結果、業界全体として

女性就業者は着実に増加してきている。一方で、子育て世代の離職率が高く、女性管理職が少ないといっ

た課題も顕在化しており、今後も引き続き女性が長期的に活躍できる支援が必要である。女性の活躍を

推進する上では、個々のニーズや事情に寄り添っていくことが肝要である。

次に、建設分野で活躍する外国人材の数は年々増加傾向にあり、国籍に捉われない活躍支援が必要で

ある。国土交通省では特定技能外国人のCCUSの登録義務化をはじめ、適正な就労環境と処遇の確保に

向けた政策が進められてきた。建設現場で従事する監理技術者等の担い手の確保に向けては、一定以上



23

の学歴や実務経験を持ち、専門性の高い技術や知識を身に着けた高度外国人材に着目し、2024年度から

の具体的な取り組みを見据えた活用促進策の検討が進められている。また、一部の試験では近年の技術

検定へのニーズの高まりを受け、日本国外の学歴や実務経験を国内と同等に扱うこと、ならびに専門用

語等において他言語の併記を認めるといった動きも出てきている。日空衛では「日空衛人材ビジョン」に

おいて、ダイバーシティ 21の概念を念頭に国籍等に捉われない採用方針のもと、外国の大学からの採用

を含む幅広い人材の確保を掲げている。空調衛生工事業界としては、既に人材としての認識が進んでい

る国内の大学を卒業した留学生に加えて、国外の大学出身者やその他の高度人材等、多様な外国人材の

採用を積極的に検討していくことが重要である。

さらに、高齢者や障がい者、建設業に関わりのなかった業種からの人材等、より広く多様な人材が空

調衛生工事業にやりがいを持って働けるよう、それぞれの特性に応じた活躍支援を検討していくべきで

ある。

これまで建設業の教育は、現場や工程ごとに業務環境が変化することからOJT22による教育が基本とさ

れてきた。しかし、様々な教育のバックグラウンドを持つ多様な人材の活躍支援では、OFF―JT23によ

る安全教育や基礎技術研修を含む教育制度の拡充が不可欠である。eラーニングの活用や ICT24教材によ

る図面や動画を取り入れた教育環境の構築と活用等も有効である。若年層を育成するに当たっては、目

前の仕事の必要性と意義、技術・技能を習得した時の将来の見通し、社会貢献度等を丁寧に伝えることで、

働くことのやりがいを実感し自律的な成長も期待できる。中堅・熟練技能者に対しては、モチベーショ

ンのさらなる向上のため、各種資格（一級技能士、登録基幹技能者等）取得に対する教育支援や優良職長（マ

イスター）制度等を推進し、能力向上に向けた支援を行っていくべきである。

また、昨今は ICT関連の進歩により、産業界全体の業務の進め方が大きく変化している。DX人材の育

成および活用についても目を向けていくことが必須となる。空調衛生工事業が持続的に発展するために

は、新技術に精通した人材が不可欠であり、日々進歩する技術面における教育環境の整備が必要である。

さらに、多様な人材のメンタル面における成長環境の整備を含めて、育成の方針を策定し資本の投入を

行っていくべきである。

21  ダイバーシティ（Diversity）とは、「多様性」のことを指す。組織内での性別、年齢、国籍、人種、宗教、性的指向、障害の有無、
専門知識やスキルなど、さまざまな背景や特性を持つ人々が共存し、その違いを理解し尊重すること。

22  On-the-Job Trainingの略称。日常の業務に就きながら行われる教育訓練をいう。
23  O�-the-Job Trainingの略称。業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）のことをいう。
24  Information and Communication Technologyの略称。インターネットやパソコンなどの情報通信機器を用いて行うコミュニ
ケーションを実現する技術をいう。
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（4）技能労働者の処遇改善
建設業界では技能労働者の処遇改善に向けて官民を挙げて取り組んできたところである。2023年10月

調査における3保険（雇用保険、健康保険、厚生年金保険）の加入状況は、企業別では99.2%、労働者別

では92%といずれも他産業と遜色がない水準まで上昇しているほか、厚生労働省の「令和5年賃金引上げ

等の実態に関する調査」より、100人以上の常用労働者がいる建設業で賃上げを実施した、または予定し

ていると回答した企業は99.7%に上る等、一定の成果を上げている。

一方で、建設業は工事内容の高度化等による専門化・分業化、必要な機器や工法の多様化への対応等

のため、元請を頂点として、1次下請け、2次下請けとそれ以下の階層からなる重層構造の請負形態が一

般的となっている。この重層化による弊害を解消するために、社会保険加入対策や労働関係法令規制の

強化がなされたが、逆に技能労働者の個人事業主化が進むことが懸念されており、下層の企業になるほ

ど利益の減少や労務費へのしわ寄せの恐れが高まる。また、国土交通省の「令和5年度下請取引等実態調査」

においても、元請負人と下請負人の間において赤伝処理等による一方的な代金の差し引き、指値発注に

よる不適切な下請取引、追加・変更契約の締結拒否等、下請負人へのしわ寄せが依然として存在している。

国土交通省から建設業団体の長に宛てられた通知「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理

の徹底等について」では、契約金額だけでなく適正工期の確保等についても述べられている。また、建設

業団体の長および市区町村の長への「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」では、技能労働者の

確保・育成のためには、適正な賃金水準の確保等による処遇改善が極めて重要と記されている。空調衛

生工事業が健全に持続発展するためには、適正価格での受注、適切な水準の賃金の支払に関する下請負

人および再下請負人への要請、 重層下請構造による弊害の改善に対して、具体的な取り組みを展開しなけ

ればならない。さらに、公共工事設計労務単価の上昇を十分に踏まえ、現場を支える技能労働者の隅々

まで適切な水準の賃金が支払われるよう最大限努める必要がある。複数の会員企業において、労務費の

適切な価格交渉・価格転嫁への取り組みを表明しているところが見られるが、引き続き日空衛での周知

を行っていくとともに、関連機関・関連団体へ適切な工期設定および契約変更、働き方改革関連法の遵

守を要請していく。

建設現場における取り組みとしてはCCUSの導入が進められており、日空衛では年度当初に「日空衛

における建設キャリアアップシステム（CCUS）推進方策」を取り決め、企業会員および団体会員に周知、

実施を求めている。推進方策はその時々の実情に応じて作成しており、2024年度の方策では、年間の就

業履歴登録数110万件を目標とすること、契約金額1億円以上の元請現場は原則として登録し、カードリー

ダーを設置すること等を決定した。事業者および技能労働者の登録に関しては、今後は確実な更新を支

援するために、更新期限の到来する企業へのフォローアップとともに、会員企業の協力会社の更新状況

リストを提示している。また、協力会社でのCCUSの活用促進のために、能力評価を企業独自の手当等

に反映する取り組みの検討・実施を目指している。国土交通省に対しては、事業者のメリットが得られ

る施策を継続して求めていく。今後も引き続き、技能労働者の処遇改善と若手入職者の増加を目指して、

CCUSの有効活用と普及促進を図っていく。
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 生産性向上への挑戦　
建設業における労働生産性が製造業と比較して低くならざるを得ない要因は、技能労働者不足・高齢

化の進行、長時間労働による業務効率の低下、多種多様な建築作業の分業化による外的要因、業界にお

ける自動化・ロボット化導入の遅れ、ならびに設計図書の不整合による多大な変更業務が考えられる。

労働生産性を向上させ、建設業界における課題を解決するためにも、建設DXへの積極的な取り組みが必

要不可欠であり、同時に持続可能な社会の実現に寄与できる。

環境課題の解決には、社会や市場のニーズを的確にとらえ、さらなる技術の開発・向上に努めイノベー

ションを促し、新たな市場を創出するグリーン成長戦略が欠かせない。省エネルギー、創エネルギー、

ならびに資源の効率的利用促進により、これらの取り組みが徐々にでも中小の会員に広がることを目指

したい。各企業それぞれの技術力を生かした競争と併せ、オープンブック・コストプラスフィーを請負

契約締結の選択肢の一つとすることで、新たな産業構造の変革を生み出し、健全な業界発展につなげたい。

（1）建設DXの推進
建築業界・空調衛生工事業界は慢性的な人手不足に陥っており、技能労働者の高齢化も進んでいる。少

子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、今後も人材の確保が益々難しくなると予想されている。そ

のような状況下においても業務効率をアップさせ、生産性を向上させるには ICTやAI技術の導入が欠か

せない。そのなかでも設計図書の不整合による多大な変更業務においては、BIMの活用に大きな期待が

寄せられており、建物の3次元データから工事の各工程における情報を一元管理しながら必要なデータを

取得かつ共有するなど、業務効率と生産性の向上が可能となる。しかし、BIM普及のためには習熟まで

の多大な業務負担やマネージャーの人材不足、維持コストの増大などが導入の足かせとなっている。そ

のために今後は、BIMライセンスの取得や操作に関する教育支援、共通データ環境（CDE25）の整備に加

え、BIM業務にかかわる契約形態や著作権・使用権の明確化が不可欠となる。また、AI技術の活用によ

る設計自動化や施工図自動作成、工程・進捗・品質管理なども可能であり、設計変更業務や設計図の妥

当性の確認など、大幅な業務効率向上に関する技術開発も加速していかなければならない。

（2）企業のDX人材の育成
今後は ICTやAI技術を活用する技術力を駆使して、工事の品質向上とともに安全確保に応えることが

重要視される。特に少子高齢化社会の進展とともに、熟練者の技術をいかに後世に継承するかは喫緊の

課題となっている。熟練者の技術を可視化・数値化し、DX技術を活用して受け継ぐなど、これらの問題

にも大きく貢献できると期待されている。また、建設DXに取り組み、業務の効率化や作業の自動化を積

極的に取り入れ、働き方改革ならびに業務プロセスの変革を推進することが、空調衛生工事業界のカー

ボンニュートラル実現にもつながる。朝礼や安全対策においても、タブレットを活用した分散型朝礼、 

モバイルカメラを用いたオンライン安全パトロールなど、現場における生産性の向上が期待できる。 

3.

25 Common Data Environmentの略称。BIM情報管理の国際標準（ISO19650）で定義されている「共通データ環境」のこと。
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26  Virtual Realityの略称で、「仮想現実」と訳されている。表面的には現実ではないが、本質的には現実という意味が含まれ、限り
なく実体験に近い体験が得られる。

そのためには、ICTやAI技術を活用できるDX人材を積極的に採用・育成するなどの企業体制の構築が

望まれる。

（3）現場作業を削減するための取り組み
空調衛生工事業界において、技能労働者不足や長時間労働を改善していくには生産性の向上が必要で

ある。建設DXアプリを活用したワークシェア、現場以外での製造や組み立て作業を行うオフサイト化、

VR26技術を活用した施工品質の向上や作業員への安全教育など、業界を挙げた幅広い推進が必要である。

オフサイト化は、標準化されたユニットを各地のオフサイト拠点で生産し、建設現場へ資機材の共同

配送や大量輸送することが可能となり、地域ごとの繁忙度の平準化と働く人々のワークライフバランス

の実現にも寄与できる。さらに、物流業界ドライバーの働き方改革にも貢献でき、空調衛生工事業界全

体（日空衛）で取り組んでいかなければならない課題である。会員企業のオフサイト拠点の共同利用や共

同開発、目標設定など、垣根を超えた展開が必要と考えられる。

また、業務量増大による長時間労働の解決策としては、BPO（外部委託）の効果的な活用が挙げられるが、

アウトソーシングする業務内容を適正に行わないと、技術者の技術力低下にもつながりかねない。建設

業界で働く人にとって、働き方改革の推進が今後の建設業の道標であり、新たな魅力に結びつくもので

あることを願いたい。

（4）建設現場における自動化・ロボット化の推進
多種多様な業種による建築作業の分業化により、製造業と比較して建設作業の自動化・ロボット化は

遅れを取っていた。しかし、最近では業界を横断して建設ロボットを開発する動きが盛んである。設備

工事業界においても、「自走式風量測定ロボット」や「自走式照度測定ロボット」などが活躍し始めた。設

計図を3次元化したBIMデータから必要な測定場所のデータを取得し、ロボットが自律走行して障害物

を自動で避けながら測定する。取得した測定データを帳票アプリに取り込めば、帳票まで自動作成可能

となる。これらのロボットが膨大な作業の負担を減らし、生産性向上に寄与することが期待されている。
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 健全な経営環境の構築
健全な経営環境の構築には、適正な工期設定による質の高い成果物の提供、契約の透明化がもたらす

信頼関係などが重要となる。また、分離発注による専門的知見の活用は、社会的に広く貢献できるもの

である。業界共通の課題解決に努め、健全な経営環境のもと、効率的なコスト管理と革新的なビジネス

戦略を図ることが、企業経営において重要となる。

（1）適正かつ柔軟な工期の設定
空調衛生工事業においては、2024年4月より適用された時間外労働の上限規制により、適正工期の確

保は益々その重要性を増している。今後の工事の受注判断においては、収益性に加えて、4週8閉所が

可能な工期が確保されていることが必須であり、適正価格、適正工期が求められる。無理な工期設定は、

労働時間の超過だけではなく、品質確保、安全確保にも影響が及び、さらに追加費用も発生する。また、

工事契約締結後において工程の遅れが発生する場合は、発注者や建築会社と問題意識を共有し、工期延

長等の解決策を検討していくことが重要である。

工程の遅れの要因としては、前工程の遅延や資機材の納期遅延（調達困難）、設計変更、関連工事との

調整などが挙げられる。工程の中でも最終段階となる試運転調整は、しわ寄せを受けやすく適正な工程

の確保が困難な場合、引き渡し後のクレームの原因となっている。これまでは、空調衛生工事会社や電

気工事会社が、長時間の時間外労働や技能労働者を多数投入するなどして対処してきたのが実情である。

特に空調衛生工事業はその中において、最も工程の遅れの影響を受けている業種である。試運転調整の

期間を適正に確保するためには、概成工期やマイルストーンの設定等を行い、適切な施工期間が確保で

きるよう発注者や建築会社と協議し、しわ寄せを受けないように調整していくことが必要である。

空調衛生工事業界として、適正価格、適正工期（概成工期の設定を含む）の確保に取り組み、不測の場

合は工期延長も含めた対応策が柔軟に提案できるように努める。

一方で、会員企業は発注者側でもあり、下請企業に対して適正価格、適正工期で発注するように努め

なければならない。日空衛としては、会員企業に対しこれらが遵守されるよう継続して発信を行なって

いく。次項の「契約の透明化」に関しても同様に、発注者側の立場であることも強く意識して取り組んで

いくことが求められる。

（2）契約の透明化
受発注者間、元請下請間の契約の適正化は、サプライチェーン全体について当事者が対等な立場に立っ

て、それぞれの責任と役割を明確にすることを促進するとともに、適正な施工の確保にも資するもので

ある。現状の契約で課題となっている事項について、契約の透明化への取り組みを強化する。

また、次に示した中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会 基本問題小委員会（以降、

基本問題小委員会）の中間とりまとめ（2023年9月19日公表）の提言も踏まえた対応を図る。

4.
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〈基本問題小委員会の中間とりまとめの提言〉
2023年9月に基本問題小委員会において、土木建築業の構造的な課題への対応策として「中間とりまと

め」が公表された。内容は建設業中心ではあるが、空調衛生工事業に関連した内容も多く含んでおり、こ

の提言も踏まえて「契約の透明化」が図られるよう取り組んでいく。

以下に概要を記載する。（詳細は「基本問題小委員会　中間とりまとめ」を参照）

1.請負契約の透明化による適切なリスク分担

（1）契約における情報の非対称性の解消

（2）価格変動等への対応の契約上での明確化

（3）当事者間のコミュニケーションと請負契約の適正化

（4）契約形態や契約主体に応じた対応

2.適切な労務費等の確保や賃金行き渡りの担保

（1）標準労務費の勧告

（2）受注者における不当に低い請負代金の禁止

（3）適切な水準の賃金の支払い確保等のための措置

以下に現状の契約で課題となっている事項を示す。

1）民間工事にも「スライド条項」の導入を要請
物価上昇に伴う価格交渉は、公共工事では契約に盛り込まれ運用されているが、民間工事では転嫁が進

んでいない状況も見受けられる。公共工事と同様に、民間工事においても民間建設工事標準請負約款（甲）

第31条に「スライド条項」が規定されており、この規定の活用を進めるように発注者や元請企業に対し

て要請していくことが必要である。資機材の高騰は、受注者だけで吸収しようとすると、そのしわ寄せ

が下請企業の働き手の賃金にも影響が及ぶ可能性がある。スライド条項は契約時が起点になることから、

契約までの交渉が長くならないよう、あるいは見積提出以降スライド条項が適用される仕組みづくりな

ど、民間発注者に対し更に要請していくことが重要である。業界の古い体質を根本的に改善しない限り、

魅力が薄れ人材確保ができず業界の衰退にもつながる。民間発注者に対し「スライド条項」の盛り込みを

理解、了承してもらえるよう業界全体で取り組んでいく。

令和6年の建設業法の改正では、請負契約書における法定記載事項を定めた建設業法第19条第1項第8

号の「価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更」について内容を明確化する

ため「価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更に関する定め」を法定記載事

項とした。また、工期等に影響を及ぼす事象に関する情報に関しては、建設業者が注文者に対してその

旨を通知しなければならいとされ、契約締結後、通知に係る事象が発生した場合、協議を申し出ること

ができ、注文者は、誠実に協議に応ずるように努めることとされた。今後、これらの改正法を広く周知

するとともに適切な運用を要請していく必要がある。
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2）設計変更に対する請負契約の見直し
建設業界は、契約締結後に設計変更が発生するケースが非常に多い。また、設計変更対応を工事請負

会社が実施している事例が多数あり、それに要した費用も負担している事例がある。設計変更が発生す

る要因として、発注者の要請による場合と元の設計精度が低いことにより変更せざるをえない場合があ

る。設計変更対応に関する「責任」と「役割分担」、「発生する費用」等について明文化し、適正な請負契

約が締結できるよう発注者や元請企業に対し強く要請していく必要がある。また、設計変更により契約

締結時の工期が圧縮されるケースもみられるため、設計変更の早期対応および変更期限の遵守の徹底を

求める。設計変更により工期に影響が出る場合には、工期延長ならびに追加費用もあわせて要請していく。

これらの要請を実現していくには、コストプラスフィー契約・オープンブック方式 27の導入も検討すべ

き課題である。この契約・方式は、請負代金における工事原価について積極的に開示することで請負契

約の透明性を高め、資機材価格の変動や設計変更等に応じて不足費用や余剰となった費用に関する協議

を適切に促すことが期待される。

3）4週8閉所（週休2日）の実施に伴う適正経費の設定
働き方改革関連法の適用により、工事現場では4週8閉所（週休2日）の確保が必須条件となっている。

4週8閉所の採用により、実働日数が少なくなるため、工期が延びるケースが生じ、労務費等の経費が増

加すると予想される。この増加分は、適正経費として負担してもらうべく関係各所への要請を強化して

いくが、同時に各企業はDX技術やバックオフィス等を活用して生産性の向上を図り、経費の抑制に努め

ることも求められる。

また、週休2日制により日給月給制の技能労働者の収入が減少すると考えられることから、処遇水準の

確保に十分留意し、労務費等その他諸経費に掛かる見直しの効果が確実にいきわたるように、適切な賃

金水準の確保を図る必要がある。そのためには、技能労働者の収入安定化対策の一つとして、日給月給

制から月給制への移行、直庸化も検討していくことが必要である。

4）労務費の適切な転嫁のための価格交渉
原材料価格やエネルギーコストの適切な価格転嫁に比べ、労務費の価格転嫁は進んでいない。その理

由として労務費の上昇分は、受注者の生産性や効率性の向上を図ることで吸収すべき問題であるという

意識が発注者側に根強くあること、交渉の過程で発注者から労務費の上昇に関する詳細な説明・資料の

提出が求められること、また発注者との今後の取引関係に悪影響が及ぶおそれがあることなどが挙げら

れる。

内閣官房・公正取引委員会は、2023年11月29日に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指

針」を公表し、関係各所に積極的な活用を促している。この指針には、受注者に対する労務費上昇分の価

格転嫁における相談窓口（国・地方公共団体の相談窓口、中小企業の支援機関の相談窓口など）が記載さ

27  コストプラスフィー契約とは、工事において実際にかかったコストを支払う契約。オープンブック方式とは、透明性を確保し使
途に対する説明責任を果たすための方式であり、セットで用いられるものである。
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れている。これらを積極的に活用し、価格交渉に臨むことを推進していく。

会員企業は、受注者側であると同時に発注者側でもあるため、発注者に対し適切な価格交渉を要請す

るのと同様に、協力会社等からの協議要請には適正に対応し、発注者目線で適切な価格交渉・価格転嫁

が行われるように取り組んでいくことも求められる。

5）裁判外紛争解決手続（ADR）、中央建設工事紛争審査会（以降、中紛審）の活用
工事請負契約において、受注者側に責がない場合であっても責を負わされる等の不利益が発生した場

合、受注者側が最初に取るべき行動としては、発注者側に意義を申し立て、双方協議の場で解決が図ら

れるよう努めることである。しかしながら、その協議の場においても解決しない場合は、ADR、中紛審

等の活用を検討する。ADR等での紛争解決は、契約の透明化につながることから、これらの活用を推進

していく。

（3）直接（分離）発注および許可業種区分見直しの推進
1）直接（分離）発注の推進
空調衛生設備工事においては、従来から直接（分離）発注の実現に向け積極的に提案し、取り組んでき

ているが、現状は直接（分離）発注が望ましい案件についても一括発注とされていることが多い。日空衛

としても2022年5月に「直接発注のすすめ」のパンフレットを発行し、直接（分離）発注のメリットを発

信してきているが、独立行政法人、地方公共団体および民間工事発注者等には、まだ十分に浸透するに

は至っておらず、さらに取り組みを強化する必要がある。

空調衛生設備工事は、建築工事とは技術や施工体制において明確に区別できる独立した工事であり、

施工責任も明確に区分できる。品質の確保、コストの透明性の向上などの観点から、施工者が発注者と

直接契約する仕組みが双方にとって望ましい発注形態である。

直接（分離）発注の場合、顧客とより近い立場で直接対話ができ、顧客の要望に沿った満足度の高い設備、

脱炭素社会に向けた省エネシステム、さらには設備の最適なライフサイクル・マネジメントの適応も提

案できる。民間の新築工事については依然として一括発注が主流であるが、顧客の視点に立ち、直接（分

離）発注が望ましい案件については、これからも積極的に提案していく。

2）許可業種区分の見直し推進
空調衛生設備工事は、配管工事、ダクト工事、自動制御設備工事、消火設備工事等の専門工事を網羅し、

高度な設備システムを構築する総合的な建設業である。日空衛としては長年にわたり許可業種区分に「機

械設備一式工事」の新設、またはこれに代わるものとして「管工事」の「空調衛生設備工事」への変更を要

望し、継続して各方面に業種区分の見直しを求めてきたが、なかなか進展しない状況にある。

現在の空調衛生工事業の許可業種区分は「管工事」であり、その中に各工事が列挙されているが、実状

は「空調衛生設備工事」の中の一つであり、包含関係が逆転している。業種区分を明確化する上で、見直

されることが望ましい。また、「管工事」という名称が、「建築一式工事」や「電気工事」などに対して、

社会的認知度が低く、建設業界以外の人には業務内容が分かりづらいという実態がある。「一級管工事施
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工管理技士」という資格に対して、業界以外では「管工事」と「空調衛生設備工事」が同じものだと認識で

きている人は少ない。社会的認知度の向上と業種区分の整合のためにも、実態にあわせた許可業種区分

の名称変更が強く望まれる。

「機械設備一式工事」または「空調衛生工事」の許可業種区分見直しの実現には、工事の明確化、顧客満

足の向上等、ユーザーの立場から見た必要性を検証し、積極的に取り組んでいく。

 社会的信頼の確保と発信
社会的信頼の確保は、企業が法的要件を遵守し、従業員の倫理的な行動を促進することで実現される。

組織の透明性を強化し、ステークホルダー 28の信頼を得ることが重要である。

コンプライアンス遵守の基盤は、人権の尊重である。個人の尊厳と基本的権利を保護し、不公正な扱

いを防止するための体制が望まれる。

これらは相互に関連し合い、企業が倫理的かつ効率的に運営されるための基盤を形成する。結果として、

競争力の維持・向上が図られ、長期的な成果を生み出すことができる。これらの重要性を継続して発信し、

会員企業に求めていく。

（1）コンプライアンスの理解
コンプライアンスの理解と遵守は、企業の健全な経営と長期的な発展にとって重要な要素である。企

業活動においてコンプライアンスの意識を高め、社会的規範や倫理的規範を遵守することにより、社会

から信頼を得ることができる。

信頼失墜の防止には、定期的な倫理研修、内部告発システムの整備、監査・モニタリングの強化など

が重要である。日常の業務においては、営業過程で得られる顧客の施設情報や経営情報などは、厳格に

管理し外部に漏洩することのないよう格段の注意が必要である。適切な情報管理と守秘義務の遵守は企

業の責務であり、企業の信頼性と専門性を示す指標となる。

また、不正競争防止法で定められている営業秘密の保護、不正競争行為の禁止は、企業が公正な競争

を通じてイノベーションを推進し、社会的責任を果たす一環として重視されている。

（2）独占禁止法・入札談合等関与行為防止法の遵守
建設業における談合は、独占禁止法および入札談合等関与行為防止法（官製談合）によって取り締まら

れている。談合は、事業者間で不当な取引制限を行い、公正な競争を阻害する行為である。その内容は、

私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止（カルテル、入札談合など）、不公正な取引方法の禁止が挙げら

れる。

5.

28  ステークホルダー（利害関係者、Stakeholder）とは、企業やプロジェクトの遂行において、直接的または間接的に影響を与える
利害関係者のことをいう。具体的には、従業員や顧客、投資家、サプライヤー、地域社会などが該当する。
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29 コーポレートガバナンス（企業統治、Corporate Governance）とは、企業経営の透明性、公正性、効率性を確保するための経営
体制やルールを指す。

一方、官製談合防止法では、予定価格の漏洩等の入札妨害行為があれば、談合がなくても、落札でき

なくても違法となるので注意を要する。

建設業における談合は、法的に重大な違反行為であり、企業存続を左右する事項と心得なければなら

ない。2024年1月には、東京都千代田区発注の空調衛生設備工事をめぐる官製談合防止法違反事件にお

いて、千代田区の元区議および元職員が逮捕・起訴されるとともに、会員企業が警視庁の家宅捜索を受

けるという事態が発生した。工事の請負者側には公訴時効が成立しているとはいえ、当業界に対する顧

客や社会全般の信頼を著しく傷つけることとなった。10年前にも、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の

北陸新幹線設備工事の入札をめぐり、当協会会員企業およびその社員が独占禁止法違反の罪で起訴され

るという事態に至った。それ以来、当該事件を真摯に受け止め、独占禁止法等の法令遵守はもとよりコ

ンプライアンスの徹底に注力してきたが、今一度、再発防止に取り組む必要がある。

（3）コーポレートガバナンス29の強化
コーポレートガバナンスの目的は、経営の透明性の確保、株主の権利と平等性の確保、ステークホルダー

の権利・立場の尊重などである。その強化には、経営者の役割の明確化、透明性の確保、株主とのコミュ

ニケーション、内部監査機能の充実などが挙げられる。これらにより、企業価値の向上が図られ、将来

にわたって競争力を維持するために重要な役割を果たす。経営においては、短期的な業績に加えて長期

的な視点で俯瞰する必要がある。

（4）情報公開
企業活動がどのように運営されているかを投資家や顧客、社員などのステークホルダーに明示するこ

とで、企業の透明性が確保される。情報公開は、企業の透明性を高め、社会的信頼を確保する重要な手

段である。企業の財務情報だけでなく、環境に対する取り組み、コミュニティへの貢献活動、中長期ビジョ

ンなどの経営戦略、従業員の労働条件やダイバーシティに対する取り組みなど、その対象は多岐にわたる。

情報公開は、企業価値向上の第一歩である。

（5）人権の尊重
人権の尊重は、公正で平等な社会を構築するための基礎である。サプライチェーンを含む企業活動に

おいて、ステークホルダーの人権を尊重し確保することが求められる。日本政府は、企業による人権尊

重の取組を促進すべく、企業に対する周知・啓発活動を推進していくため2022年9月「責任あるサプラ

イチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定した。この中で、人権尊重に向けた取組は、

企業がその責任を果たすという点だけでなく、その結果として、経営リスクの抑制や企業価値の向上と

いう視点でも企業にとって大きな意義を持つことが指摘されている。特に、建設業の特徴である下請け

構造においては、取引を行う際に生じる人権リスク（ハラスメント、違法残業、賃金不払い等）をなくし
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ていかなければならない。性別、年齢、人種、宗教、性的指向、国籍、身体的な特性などによる差別を避け、

全ての人を平等に扱うことが重要である。他人の価値観を尊重し、異なる背景や視点を理解する必要が

ある。

また、安全と健康はすべてに優先することを念頭に、身体的および精神的な安全を確保し、人権につ

いての教育を通じて、自他の権利を理解し尊重することを啓発して行かねばならない。これらは、企業

の社会的責任を果たすための基本的なステップである。

人権を尊重することで、公正で包括的な職場環境を作り出し、顧客との信頼関係が強化できる。さらに、

企業の持続可能な成長と社会貢献に直結する。会員企業においては、人権方針の策定に取り組み、企業

活動に反映させることが求められる。

 業界全体の活性化に向けた取り組み
日空衛の企業会員の3分の2は従業員数300人以下の中小企業であり、団体会員の傘下構成企業約3,300

社もほとんどが中小企業で、従業員20人以下の小規模企業者も多い。また、受注先も、いわゆるサブコ

ンと称される大手企業会員は、民間の空調衛生工事を直接または総合工事業者から請け負う場合が多い

のに対し、中小企業会員は、地元の公共団体等の発注する公共工事の占める割合が高い。会社の組織体

制をみても、技術開発部門、設計部門を有しているのは少数であり、空調・衛生設備工事の双方または

どちらかの請負を専門にしている企業が多数を占めている。現場での施工管理も、大手企業会員ではア

ウトソーシングが進み、派遣職員等を活用しているのに対し、中小会員企業では自社の従業員による施

工管理が主流を占めるとともに、技能労働者を従業員として雇用し、自ら施工を行っているところもある。

一方、完工高では、3分の1の大手企業会員が全体の9割近くを占めている（経営事項審査結果の公表デー

タによる企業会員実態調査。以下「企業会員実態調査」という。）。

このように中小会員企業は、大手企業会員とは事業領域とともに、組織・執行体制も異なることから、

業界全体の活性化を図るためには、本章の5までの取り組みに加えて、中小企業会員の実情に応じた取り

組みが必要になる。

（1）公共工事の直接（分離）発注の推進
中小企業会員にとっては、地元の公共工事を直接請け負うことが最大の課題であり、これまでのビジョ

ンでも、公共工事の直接（分離）発注の推進についての取り組みの強化が求められている。官公需法 30に

より、中小企業育成のため、公共工事はいわゆる分離・分割発注に努めることとされ、空調衛生設備工

事についても電気設備工事と共に、建築工事とは別に分離発注とされる場合が多い。令和4年度の（一社）

日本電設工業協会の「市町村における分離発注の現状と今後の方針」調査結果でも、調査対象の全国1,732

6.

30  「官公需法」とは、「中小企業等の組織化・事業の安定を図るための官公需等に関する法律」の略語。この法律の目的は、中小企業
の受注機会を確保し、経済の安定と発展を図ること。
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市町村の71%、1,223の市町村は、「原則分離発注」としている。一方、前回のビジョン日空衛2015でも、「地

方公共団体等では、行政改革による人員削減が進む中で工事量が増加しているため、発注者として必要

な技術者の不足が顕在化してきているところがある。このため、本来直接発注にふさわしい案件まで一

括発注とされているおそれがあることから、それぞれの発注者の発注方針を注視して、これに即応した

要望活動などを展開する必要がある。」とされている。前記の電設協の調査結果では、近年、原則分離発

注とする市町村数に大きな変化はないが、地方公共団体の技術者不足の傾向は進んでおり、これまでの

ような要望活動一辺倒では一括発注化の方向に歯止めをかけるのは難しくなってきている。さらに、最近、

労務費・資材価格の高騰、人手不足等により、分離発注の案件で不調・不落が発生し、その結果、一括

発注となる案件が増加している。令和6年度の業界実践スローガンで示したように、分離発注された案件

への積極的な応札姿勢が求められる。

自治体の技術職員不足に対しては、国土交通省では、土木工事が中心であるものの、工事発注関係事

務の共同化等の取り組みが示されている。また、総務省では、第33次地方制度調査会において、2023年

12月に、「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」が出され、その中で、市

町村の専門人材の確保・育成のための支援策の検討が国に求められている。また、総務省の有識者検討

会では、公共発注に関わるデジタルシステムの自治体間での共通化に向けた試案が出されている。これ

らの取り組みについては、今後、所管省庁を中心に検討が進められることとなるが、団体会員においては、

その動向を注視しつつ、都道府県等との意見交換の場において、対応策を求めていくことが必要である。

他方、あらゆる産業で人手不足となる中、取引先との「新たな共存共栄関係の構築」を目指すパートナー

シップ構築宣言を行う企業が増加していること、2023年11月に示された「労務費の適切な転嫁のための

価格交渉に関する指針」の浸透等契約関係をめぐる環境の変化により、従来の元下関係に変化が生ずるこ

とも想定される。契約方式についても、コストオン方式に加え、コストプラスフィー方式の契約約款の

導入が進められていることなどから、これまでのような元請となることにこだわらない事業運営につい

ても検討する必要がある。

また、近年、公共団体が入札等により施工業者を選定する従来の直営方式に代わって、PFI方式やリー

ス方式により、施設整備が行われるケースがみられる。このような傾向は、公共団体の財政難、技術職

員不足も影響して今後も増加することが想定され、いたずらにこれらの方式の導入に反対するのではな

く、参加資格要件や要求水準の設定に当たり、地元企業の受注機会が確保されるよう公共団体に要請し

ていくことが必要である。

（2）社会資本整備の担い手であることの情報発信
空調衛生工事業が担う建築設備は、人々の日常生活、企業の生産活動になくてはならないものである。

2024年元日に発生した能登半島地震でも、上下水道、電気というライフラインの重要性が改めて認識さ

れたところである。

日空衛の中小企業会員は、水道の本管工事を担う狭義の管工事業を兼ねている企業も多く、水道事業

者の指定給水装置工事事業者（いわゆる「指定工事店」）となっているところもあり、団体会員の傘下構成

企業ではその傾向は顕著である。また、災害時の応援体制についても、企業会員実態調査によれば、中
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小企業会員の94.4%が地域の自治体と防災協定を締結しており、団体会員の多くも地域の自治体と防災

協定を締結している。

近年、地方ゼネコンが、地域の防災活動の担い手としてその存在価値をアピールしているように、地

域の空調衛生工事会社も社会資本（ライフライン）整備の担い手として、地域になくてはならない存在で

あることを積極的にPRしなければならない。また、このPRに当たっては、地域の管工事業団体や電気

工事業団体等との連携を図らねばならない。

（3）大手との違いを訴求した担い手の確保
地方においては、生産年齢人口の自然減だけでなく、大都市への人口流出に伴う社会減が加わって、担

い手の確保がより困難になってきている。設備工事業を含む地方の建設業は、従来、地域の雇用の受け

皿としての機能を果たしてきたが、今後は、設備工事業について、「やりたい仕事、働きたい職場」とい

う認識を広め、積極的に選択してもらう必要がある。大手企業と比較として、転勤が少なく、労働時間

も短く、休日数も多いというメリットを訴求しつつ、更なる働き方改革の推進、処遇の改善により、入

職促進を図る必要がある。コロナ禍において、高校卒業者の建設業への入職が一時的に増加したものの、

収束後は減少傾向に転じており、外国人材の活用を含め、他産業に引けを取らない労働環境や処遇の改

善を図る必要がある。

また、ICTの進展により、施工現場の業務の一部を本社や在宅で行うことも可能となってきており、

地方の人的資源が大都市以上に厳しい状況にあることを考慮すれば、これまで施工現場で働く機会がな

かった女性、高齢者等の多様な人材の活躍推進を図る必要がある。

さらに、派遣技術者やアウトソーシングに頼らない企業にとっては、身近なライフラインを自ら施工

することで得られる仕事に対する達成感を訴求していくことも重要である。

地方の設備工事業の貴重な人材供給源となってきた地元の工業高校の設備関係学科は、応募人員の減少

により、存続が難しくなってきている。学校との連携強化により、その存続発展を図る必要がある。また、

設備関係学科の専任教員の資質向上に業界として協力していくことも重要である。

（4）事業承継の取り組み
帝国データバンクによれば、全国の中小企業の後継者不在率は近年減少しており、改善傾向が続いて

いるが、全業種平均の53.9%に比べ、建設業の後継者不在率は同様に減少傾向にあるものの、業種別では、

最も高い60.5%、設備工事業で61.0%となっている。また、3月に公表された総務省の「個人企業経済調

査」においては、建設業の経営者の81.5%が「後継者がいない」と回答している。この調査では、建設業

を経営する個人事業主の41.7%が70歳以上となっており、別の帝国データバンクの調査でも、後継者難

に伴う倒産は過去最多ベースで発生している。事業承継の問題は、中小、特に小規模事業者にとっては、

未だ非常に重要な課題である。

事業承継には、大きく1）親族内承継、2）役員・従業員承継、3）第三者承継の3類型があり、第三者承

継には、社外からの経営者招聘、M&Aなどがあるが、近年、M&Aが上昇傾向にあるとされている。

かつては、建設業の同業者の合併は受注機会が増えないため、1+1が2ではなく1にしかならないと
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言われていたが、近年の技術者不足、技能労働者不足に鑑みれば、企業規模の拡大が即受注機会の拡大

につながることも想定され、事業承継により、雇用と技術を守る取り組みを推進する必要がある。なお、

事業承継は本来的に企業経営の問題であり、業界団体が口出しするべきことではないと考えられるが、

地域の空調衛生工事業を維持する観点から、会員企業の求めに応じ、地域金融機関等との連携により会

員企業の事業承継を支援することも必要と考えられる。

（5）カーボンニュートラルへの貢献
本章第1節で記したように、4月に「空調衛生工事業のカーボンニュートラル行動計画」が決定され、

業界を挙げて、施工段階及び自身の事業活動におけるCO2排出の削減に取り組むとともに、建築物の運

用段階のCO2排出の削減に取り組むこととされている。削減目標については、当面、スコープ1および2

について策定することとされており、企業会員実態調査によれば、企業会員の約44%、中小企業会員で

も約30%は、ISO14001の認証を受けていることから、これらの企業では、自社の燃料や電気使用量が

把握可能であり、早急に削減目標の設定に取り組む必要がある。

環境省も中小企業の環境経営を推進するためのポータルサイトを作成しており、様々な助成制度の活

用を図りながら取り組みを進める必要がある。中小企業では、環境への取り組みを進めているところは

少数であり、差別化を図る上でも効果的と考えられる。
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会員企業の経営基盤を支えるとともに、団体会員の活動を促進し、空調衛生工事業全体の活性化を図

るため、日空衛には、業界を取り巻く様々な環境変化に対応して各種事業を展開していくことが求めら

れる。

当ビジョンでは、第2章の会員企業の取り組みを踏まえた協会としての取り組みの大まかな方向性を示

すことにより、年度ごとに策定する事業計画と相まって、柔軟かつ機動的に協会事業を推進するものと

する。

（1）	働き方改革の推進
1）長時間労働是正のための新たな推進方策の検討
・会員企業の取組状況の調査を継続的に実施する。

・業界全体で取り組む新たな長期目標の設定等、会員企業の働き方改革の徹底に資する方策を推進する。

2）4週8閉所方式の拡大・定着への取り組み
・施工現場の閉所状況を踏まえた活動方策の提案とその推進を支援する。

3）会員企業の先進事例や好事例について情報共有を図る。

（2）	生産性向上の推進
1）プレファブリケーション化・オフサイト化の推進
・会員企業の取組状況の実態調査と推進方策について検討する。

2）BIMの普及拡大等DXの推進
・BIM、特に施工BIMの普及拡大を中心とした取り組みを推進する。

・中小会員企業へのBIMの普及方策について検討する。

3）施工現場の自動化の推進
・会員企業の取組状況の実態調査と推進方策について検討する。

4）新技術、新製品の活用促進
・ホームページ等を通じた新技術、新商品の会員企業への情報提供を行う。

・新たな情報共有の場について検討する。

（3）	担い手の確保・育成・定着の推進
1）人材ビジョンの見直しについての検討
2）業界のイメージアップの取り組み
・空調衛生工事業就職情報ポータルサイトの設置について検討する。

・業界のPR資料について見直しおよび拡充を図る。

協会の取り組み第3章
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3）多様な人材の活躍促進
・ これまで施工現場に従事することが少なかった女性、高齢者、管理系等多様な人材の施工現場での活

躍情報の収集と会員企業への提供を行う。

・外国人技術者の活躍促進策について検討する。

4）建設キャリアアップシステムの普及拡大を通じた技能労働者の処遇改善
・協力会社を含む会員企業の事業者登録の更新手続きが確実に行われるよう支援する。

・会員企業の現場登録、就業履歴の蓄積を促進する。

・関係する専門工事業における能力評価制度の実施を支援する。

・業界全体で技能労働者の賃金アップ等、処遇の改善を図る。

・技能労働者、事業者双方にメリットが感じられるような事業運営を継続的に要望する。

5）新たな育成就労制度への対応および特定技能制度の的確な運用
・会員企業の要望を踏まえた取り組みを推進する。

（4）	カーボンニュートラルへの貢献等環境対策の推進
「空調衛生工事業のカーボンニュートラル行動計画」に基づく取り組みの推進

（5）	行政等への提案要望
1）直接（分離）発注の推進・積算基準の見直し
・ 会員企業の要望を踏まえ、積算基準の見直し等について、公的発注機関に対する提案要望活動を継続

的に実施する。

2）建設業行政所管部局との意見交換
・国土交通省等の建設業行政所管部局との意見交換を継続的に実施する。

（6）	コンプライアンスの徹底による社会的信頼の確保
1）人権への配慮の促進
・ 会員企業の法令遵守および人権への配慮を促進するため、講習会の開催、法令遵守マニュアルの作成・

活用を推進する。

2）人権方針の状況把握と情報共有
・会員企業の人権方針の策定状況を把握し、情報共有を図る。

（7）	会員企業の防災活動への支援
1）BCPガイドライン作成の検討
・会員企業のためのBCPガイドラインの作成について検討する。

2）レジリエンスの向上
・レジリエンスの向上を図るため、地震に強い空調衛生設備の技術開発の促進について検討する。
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3）防災協定の実効性の向上
・会員企業が、公共団体等と締結する防災協定の実効性を高めるため取り組みを進める。

（8）	会員企業の活動支援体制の強化
1）統計資料の充実強化
・企業会員の実態調査について検討・実施する。

・企業会員の受注・完工高統計調査について検討・実施する。

2）会員・賛助員の相互交流の活性化
・団体会員間の交流の促進について検討する。

・会員企業と賛助員との交流機会の提供について検討する。

3）協会の広報活動の強化
・広報委員会の拡充強化について検討する。

・会員企業の社会貢献活動のPRの取り組みについて検討・実施する。

4）協会事務局の執行体制の強化
・委員会体制について不断の見直しを行う。

・協会職員の実務能力向上と組織の活性化について検討する。

・持続的な事業運営のための協会財政基盤の安定化について検討する。

・内部規程等の不断の点検と見直しを行う。

・東京商工会議所等との連携について検討する。

5）中小会員企業の海外展開の促進
・海外展開のための情報提供について検討する。
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第1章 空調衛生工事業を取り巻く環境
・ 環境省：令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書　第1章（2023）／令和4年度末の汚水処理

人口普及状況（2023）

・ 気候変動枠組条約第28回締約国会議（COP28）：世界冷房誓約（2023）

・ 気象庁：世界の年ごとの異常気象（対象期間：2023年）／都市における年平均した平均気温、日最高気温、

日最低気温の長期変化傾向／令和5年の日本の天候（2024）

・ ユニセフ／WHO：「水と衛生」最新報告書（2023）

・ 国土交通省：上下水道、水道の基本統計／建設分野における外国人材の受入れ状況（2022）／建設業

における働き方改革推進のための事例集（2023）／「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関

する調査」 調査結果（2023）／令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について（2024）／建

設キャリアアップシステムの概要（参照日：2024／7／24）

・ 外務省：日本の排出削減目標（2021）

・ 厚生労働省：令和5年版　厚生労働白書　第1部 第1章 第1節 1 人口の変遷（2023）

・（一社）建設物価調査会：建設物価　建築費指数（参照日：2024／7／24）

・ 公正取引委員会：労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（2023）

第2章　空調衛生工事業の取り組み
・ 内閣府：住宅・建築物の新築・ストックの省エネ性能別構成割合（～2050）の試算（2021）

・ 環境省：令和5年度フロン排出抑制法に関する説明会 (2023)／オゾン層保護・フロン類対策（参照日：

2024／8／2）／オゾン層をまもろう―地球温暖化防止のためにも、フロンの放出を抑えよう（2014）

・ 野村総合研究所：パブリックマネジメントレビュ「建築物分野におけるエネルギー評価の転換」（2023）

・ 経済産業省：冷媒フロンの現状と今後の課題について

・ 国土交通省：建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい検討委員会提言（2020）／建設業に関する

外国での経験等を有する者の認定について（2024）／公共事業労務費調査における社会保険加入状況

調査結果（2024）／重層下請構造の改善に向けた取組について（2024）／建設業の一人親方問題に関

する検討会（2024）／令和5年度下請取引等実態調査の結果について（2024）

・ 日本電設工業協会：働き方改革の推進に関する行動計画（2023）／適切な工期設定及び契約変更並び

に『働き方改革関連法』の遵守に向けたお願い（2019）

・ 国土交通省、（一社）日本建設業連合会、（一社）全国建設業協会、（一社）全国中小建設業協会、（一社）

建設産業専門団体連合会、（一社）全国建設産業団体連合会：もっと女性が活躍できる建設業行動計

画（2014）

・ （一般）建設業振興基金：女性定着促進に向けたアクションプログラム（第3版）（2022）

主な参考文献主な参考文献
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・ 法務省・国土交通省編：特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準

について-（2019）

・ 厚生労働省：令和5年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況（2023）

・ 国土交通省：中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会　基本問題小委員会（以降、

基本問題小委員会）の中間とりまとめ（2023）

・ 内閣官房・公正取引委員会：労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（2023）

・ 総務省：第33次地方制度調査会答申（2023）／個人企業経済調査

・ 帝国データバンク：全国「後継者不在率」動向調査（2023）／全国企業倒産集計2023年11月報 別紙

号外リポート：後継者難倒産（2023）

・ 内閣官房・公正取引委員会：労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針（2023）

注）参照日以外の（　）の西暦は、発行年を示す

（順不同・敬称略）
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